
○ 農業者の高齢化等により、労働力が減
少している中、個人による施設の維持管理
に限界。

○ 地域において、農業者・非農業者の混住
化が進み、地域住民がまとまって地域の農
村環境を知り話し合うきっかけがなかった。

○ さらに、近隣集落の住民が連携して地域
環境を支える活動に参加しやすい組織作り
が必要。

活動開始前の状況や課題

○ 個々の農業者では管理が難しかった浸
透池や沈砂池、排水路の状況を組織で点
検し、優先順位を確認して、堆積した赤土を
人力または重機を活用して排出。

取組内容

地域資源の保全管理～畑地域における広域化の取組～

【地区概要】
・取組面積 3,055ha （畑3,055ha）

・資源量
排水路17.8km、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 0.07km、
農道 203.0km

・主な構成員
農業者、自治会、子供会等

・交付金 約58百万円（H29）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

宮古島市城辺地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会（沖縄県宮古島市）

作業前の浸透池

組織による施設の点検

側溝や浸透池の泥上げ

○ 平成29年度は、浸透池や側溝の適正管
理に延べ人数で740人余が参加し、農地の
保全活動を実施。

○ 優先度の高い施設から対策を行ったこと
により、大雨時の道路や農地の冠水被害
が軽減され、また赤土の流出量も減少。

○ 各施設が集落の目に触れることとなり、
ゴミの不法投棄の防止、野鼠や鳥獣による
さとうきびなど農作物の被害防止も期待で
き、施設の適正な維持管理・保全の効果は
大きい。

取組の効果

作業後の浸透池

みやこじましぐすくべ みやこじまし

○ 宮古島市城辺地域農地・水・環境保全管理協定運営委員会は、平成19年度から地域内の13集
落で「農地・水・環境保全向上対策」（以下、「農地・水対策」という。）の活動を開始し、平成24年
度から19集落に拡大、平成26年度「多面的機能支払交付金」へ制度改正時に、地域内の全24集
落で活動する広域活動組織となる。

○ 農地・水対策に取り組む前は、個人や少人数グループの人力による小規模な草刈作業だけ実
施していたが、農業者の高齢化等による労働力の減少等により、適切な施設の維持管理が困難
化する中、全集落での共同活動による側溝や浸透池の泥上げ、雑木雑草の伐採などの取組は、
地域資源の適正管理に寄与している。
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